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はじめに 

 
 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 市区町村編」は、後期高齢者医療

広域連合電算処理システムの資格管理機能を、市区町村に設置された窓口端末で操作する方法につい

て説明しているマニュアルです。 
 なお、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの画面の基本的な使い方、パスワードの変更方法、

個人検索の方法などについては、マニュアル「後期高齢者医療広域連合電算処理システム 使い方ガ

イド」を参照してください。 
 

＜後期高齢者医療広域連合電算処理システムのマニュアル＞ 

 後期高齢者医療広域連合電算処理システムには、次に示すマニュアルが用意されています。目的に

沿って該当するマニュアルをお読みください。なお、このマニュアルのタイトルには、網掛けをつけ

ています。 
 

◆窓口業務を担当される方のマニュアル 

後期高齢者医療広域連合電算処理システムの基本的な使い方について説明しているマニュアルです。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 使い方ガイド 

（KM-003） 

 
資格管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。被保険者証の交付など、資格に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 広域連合編 

（KM-004） 

 
賦課管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。所得の管理や保険料の即時更正など、賦課に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 賦課管理ガイド 広域連合編 

（KM-005） 

 
資格管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。被保険者証の交付など、資格に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 市区町村編 

（KM-008） 

 
賦課管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。所得の管理や保険料の即時更正など、賦課に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 賦課管理ガイド 市区町村編 

（KM-009） 

 

◆一括処理業務を担当される方のマニュアル 

後期高齢者医療広域連合電算処理システムの運用管理端末、運用管理サーバ、または窓口処理サーバ

で実行するデータセットアップ向けの一括処理について説明しているマニュアルです。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 一括処理リファレンス セットアップ編 

（KM-013） 
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＜マニュアルの構成＞ 

 このマニュアルは、次のように構成されています。 
1 資格管理機能の概要  資格管理機能の概要について説明しています。 

 

 

   

2 後期高齢者世帯の管理  市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の照会、追

加、および削除をする操作について説明しています。 

 

   

3 適用除外者の管理  後期高齢者医療制度の適用除外者の登録、照会、変更、および削

除をする操作について説明しています。 

 

   

4 送付先の管理  被保険者証や各種通知書などの送付先情報の照会、追加、修正、

複写して追加、および削除をする操作について説明しています。

 

   

5 特別処理  住民基本台帳情報、外国人登録情報、住登外登録情報、および被

保険者情報の照会および修正をする操作について説明していま

す。 

 

＜マニュアルでの表記＞ 

 このマニュアルでは、製品名を次のように表記する場合があります。 
製品名 マニュアルでの表記 

Microsoft® Windows ServerTM 2003 R2, 
Standard Edition Operating System 

Windows Server 2003 R2 

Microsoft® Windows ServerTM 2003 R2, 
Enterprise Edition Operating System 

 

 
 また、後期高齢者医療広域連合電算処理システム Ver1 を、後期高齢者医療広域連合電算処理シス

テムまたは標準システムと表記する場合があります。 
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1 資格管理機能の概要 

1 資格管理機能の概要 

 この章では、資格管理機能の概要について説明します。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1 「資格管理メニュー」画面 

 「業務選択メニュー」画面で[資格業務]ボタンを選択すると、「資格管理メニュー」

画面が表示されます。資格管理機能のオンライン処理は、この「資格管理メニュー」

画面から操作を始めます。 

 「資格管理メニュー」画面を次の図に示します。 

 

図 1-1「資格管理メニュー」画面 

 「資格管理メニュー」画面の各ボタンの概要を次に示します。 

 

1.1.1 照会 

◆ [住民基本台帳照会]ボタン 

住民基本台帳情報を照会します。操作方法の詳細については、「5.1 住民基本台帳を

照会する」を参照してください。 

◆ [外国人登録情報照会]ボタン 

外国人登録情報を照会します。操作方法の詳細については、「5.3 外国人登録情報を

照会する」を参照してください。 

◆ [住登外登録情報照会]ボタン 

住登外登録情報を照会します。操作方法の詳細については、「5.5 住登外登録情報を

照会する」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

◆ [被保険者照会]ボタン 

被保険者の資格情報を照会します。操作方法の詳細については、「5.7 被保険者情報

を照会する」を参照してください。 

◆ [後期高齢者世帯構成員一覧]ボタン 

後期高齢者世帯の構成員一覧を照会します。操作方法の詳細については、「2.1 後期

高齢者世帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

◆ [適用除外者一覧照会]ボタン 

適用除外者の一覧を照会します。操作方法の詳細については、「3.2 適用除外者一覧

を照会する」を参照してください。 

◆ [送付先一覧照会]ボタン 

送付先の一覧を照会します。操作方法の詳細については、「4.1 送付先情報を照会す

る」を参照してください。 

 
1.1.2 後期高齢者世帯管理 

◆ [後期高齢者世帯管理]ボタン 

市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の追加および削除をします。操

作方法の詳細については、「2 後期高齢者世帯の管理」を参照してください。 

1.1.3 適用除外者管理 

◆ [他広域住所地特例者]ボタン 

住民が他広域住所地特例者のとき、後期高齢者医療制度の適用除外者として登録し、

必要に応じて登録した情報を変更および削除します。操作方法の詳細については、「3 

適用除外者の管理」を参照してください。 

◆ [生活保護受給者]ボタン 

住民が生活保護受給者のとき、後期高齢者医療制度の適用除外者として登録し、必要

に応じて登録した情報を変更および削除します。操作方法の詳細については、「3 適

用除外者の管理」を参照してください。 

◆ [病院等入院・施設入所]ボタン 

住民が病院等入院中または施設入所中で、後期高齢者医療制度の適用除外者とすると

き登録し、必要に応じて登録した情報を変更および削除します。操作方法の詳細につ

いては、「3 適用除外者の管理」を参照してください。 

◆ [在留資格無し]ボタン 

外国人に在留資格が無いとき、後期高齢者医療制度の適用除外者として登録し、必要

に応じて登録した情報を変更および削除します。操作方法の詳細については、「3 適

用除外者の管理」を参照してください。 
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◆ [広域内適用除外者]ボタン 

住民が広域内適用除外者のとき、後期高齢者医療制度の適用除外者として登録し、必

要に応じて登録した情報を変更および削除します。操作方法の詳細については、「3 適

用除外者の管理」を参照してください。 

1.1.4 送付先管理 

◆ [送付先管理]ボタン 

被保険者証や各種通知書などの送付先情報の追加、修正、複写して追加、および削除

をします。操作方法の詳細については、「4 送付先の管理」を参照してください。 

1.1.5 特別処理 

◆ [住民基本台帳修正]ボタン 

住民基本台帳情報を修正します。操作方法の詳細については、「5.2 住民基本台帳情

報を修正する」を参照してください。 
 

◆ [外国人登録情報修正]ボタン 

外国人登録情報を修正します。操作方法の詳細については、「5.4 外国人登録情報を

修正する」を参照してください。 

◆ [住登外登録情報修正]ボタン 

住登外登録情報を修正します。操作方法の詳細については、「5.6 住登外登録情報を

修正する」を参照してください。 

◆ [被保険者修正]ボタン 

被保険者情報を修正します。操作方法の詳細については、「5.8 被保険者情報を修正

する」を参照してください。 

 



2 後期高齢者世帯の管理 

2 後期高齢者世帯の管理 

 この章では、市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の照会、追加、

および削除をする操作について説明します。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.1 後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する 

 ここでは、後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[後期高齢者世帯構成員一覧]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員一覧を照会する個人を選択します。 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「後期高齢者世

帯構成員一覧」画面の上部に表示されます。 

3. 「後期高齢者世帯構成員一覧」画面に表示される後期高齢者世帯の構成員一覧を確認し

ます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

 
画面名 参照箇所 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面 2.1.1 

 

 6



2 後期高齢者世帯の管理 

2.1.1 「後期高齢者世帯構成員一覧」画面の詳細 

 「後期高齢者世帯構成員一覧」画面では、後期高齢者世帯の構成員一覧の照会のほ

かに、削除する構成員を一覧から選択できます。また、そのまま[追加]ボタンを選択

することで、構成員の追加もできます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[後期高

齢者世帯構成員一覧]ボタンを選択して「後期高齢者世帯構成員一覧」画面を表示した

場合は、構成員一覧の照会以外はできません。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択

して遷移した場合の「後期高齢者世帯構成員一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 2-1「後期高齢者世帯構成員一覧」画面（[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択した場

合） 

 

◆ 基準日 

検索する基準日を入力します。個人検索で選択した個人の世帯で、入力した基準日時

点で有効な構成員がすべて対象になります。検索を実行するとき、この項目は必ず入

力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 混合世帯 

混合世帯構成員として追加した構成員に「○」が表示されます。 

標準システムでは、住民基本台帳情報、外国人登録情報、および住登外登録情報に異

なる世帯の構成員として登録されている構成員（世帯番号が異なる構成員）を、同じ

世帯の構成員とすることを「混合世帯」と定義しています。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

◆ [追加]ボタン 

「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メ

ニュー」画面で[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [削除]ボタン 

「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メ

ニュー」画面で[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、基準日には初期値

としてシステム日付が入力されています。そのため、基準日を変更して検索を実行

するときだけ、基準日を入力してください。 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[後期高齢者世帯管理]ボタン

を選択したときだけ表示されます。 

世帯情報を特定の日付で表示したい場合 

・ 世帯情報を特定の日付で表示したい場合は、基準日を入力して[検索]ボタンを選択

してください。基準日時点での世帯情報が一覧に表示されます。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.2 後期高齢者世帯の構成員を追加する 

 ここでは、後期高齢者世帯の構成員を追加する操作について説明します。 

構成員を追加する前に 

・ 個人検索で選択する個人には、混合世帯構成員以外の構成員を選択してください。

対象の個人が混合世帯構成員かどうかを確認する方法については、「2.1 後期高齢

者世帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員を追加する世帯の個人（混合世帯構成員

以外）を選択します。 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「後期高齢者世

帯構成員一覧」画面の上部に表示されます。 

3. [追加]ボタンを選択します。 

 「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面が表示されます。 

4. 追加する構成員の検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件に一致する構成員が一覧に表示されます。 

5. 追加する構成員のラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面が表示されます。 

6. 「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

構成員が追加され、「後期高齢者世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

構成員を追加する際の確認について 

・ 構成員を追加するときは、「後期高齢者世帯構成員一覧」画面で世帯主がいること

を確認（世帯主の欄に「○」があることを確認）してから、構成員を追加してくだ

さい。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面 2.1.1 

「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面 2.2.1 

「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面 2.2.2 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.2.1 「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面の詳細 

 「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面では、後期高齢者世帯に追加する構成員を

選択します。「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面を次の図に示します。 

 

図 2-2「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面 

 

◆ 検索対象情報 

検索する対象情報を選択します。 

・ 住民基本台帳情報：住民基本台帳情報を検索するときに選択します。 

・ 外国人登録情報：外国人登録情報を検索するときに選択します。 

・ 住登外登録情報：住登外登録情報を検索するときに選択します。 

この項目は必ず選択します。 

◆ 世帯番号 

検索する対象者の世帯番号を入力します。世帯番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。この項目は、検索対象情報で住基、外国人、

または住登外を選択しているときだけ有効です。 

◆ 個人番号 

検索する対象者の個人番号を入力します。個人番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。 

◆ 生年月日 

検索する対象者の生年月日を和暦または西暦で入力します。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

◆ 性別 

検索する対象者の性別を選択します。 

性別不明で登録されたデータを検索する場合は「不明」を選択します。 

◆ 氏名カナ 

検索する対象者の氏名の読みを全角カタカナで入力します。完全一致で入力する場合

は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する氏名の前方の一部を入力します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者を管轄している地方公共団体のコードを入力します。地方公共団体コ

ードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してください。 

◆ 現住所 

検索する対象者の現住所（都道府県名と市区町村名を除く）を入力します。完全一致

で入力する場合は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する住所の前方の一部を入力します。 

 
◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面に戻ります。このとき、「後期高齢者世帯構成員追

加確認」画面で指定した内容は無効になります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 性別だけの検索はできません。他の検索条件と合わせて検索してください。 

・ 市区町村に設置された窓口端末で個人検索をしているときは、地方公共団体コード

が操作元の市区町村のコードで固定になります。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.2.2 「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面の詳細 

 「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面では、追加する構成員が正しく選択されて

いるかどうかを確認します。「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面を次の図に示しま

す。 

 

図 2-3「後期高齢者世帯構成員追加確認」画面 

 

◆ [更新]ボタン 

後期高齢者世帯に構成員が追加され、「後期高齢者世帯構成員一覧」画面が表示されま

す。 

◆ [戻る]ボタン 

「後期高齢者世帯構成員追加選択」画面に戻ります。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.3 後期高齢者世帯の構成員を削除する 

ここでは、後期高齢者世帯の構成員を削除する操作について説明します。 

構成員を削除する前に 

・ 個人検索で選択する個人には、混合世帯構成員以外の構成員を選択してください。

対象の個人が混合世帯構成員かどうかを確認する方法については、「2.1 後期高齢

者世帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[後期高齢者世帯管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員を削除する世帯の個人（混合世帯構成員

以外）を選択します。 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「後期高齢者世

帯構成員一覧」画面の上部に表示されます。 

3. 混合世帯構成員として追加した構成員の中から、削除する構成員のラジオボタンを選択

して、[削除]ボタンを選択します。  

「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面が表示されます。 

4. 「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

構成員が削除され、「後期高齢者世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

 削除できる構成員について 

・ 「後期高齢者世帯構成員一覧」画面では、混合世帯構成員として追加した構成員だ

け削除できます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面 2.1.1 

「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面 2.3.1 
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2 後期高齢者世帯の管理 
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2.3.1 「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面の詳細 

 「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面では、削除する構成員が正しく選択されて

いるかどうかを確認します。「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面を次の図に示しま

す。 

 

図 2-4「後期高齢者世帯構成員削除確認」画面 

 

◆ [更新]ボタン 

後期高齢者世帯の構成員が削除され、「後期高齢者世帯構成員一覧」画面が表示されま

す。 

◆ [戻る]ボタン 

「後期高齢者世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

 



3 適用除外者の管理 

3 適用除外者の管理 

 この章では、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録、照会、変更、および削除を

する操作について説明します。 
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3 適用除外者の管理 

3.1 適用除外者を登録する 

 ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者を登録する操作について説明します。

適用除外者とは、生活保護受給者または後期高齢者医療制度の適用除外とすべき特別

の理由がある者を指します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[他広域住所地特例者]ボタン、[生活保護受給者]ボタン、[病

院等入院・施設入所]ボタン、[在留資格無し]ボタン、または[広域内適用除外者]ボタ

ンの中から、適用除外区分に合ったボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者として登録する個人を選択します。 

次に示す適用除外者管理用の画面が表示され、選択した個人の情報が適用除外者管理

用の画面の上部に表示されます。 

・ 「他広域住所地特例者」画面 

・ 「生活保護受給者」画面 

・ 「病院等入院・施設入所」画面 

・ 「在留資格無し」画面 

・ 「広域内適用除外者」画面 

 3. 適用除外者の登録に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

適用除外者管理用の画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、適用除外者管理用の画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者が登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「他広域住所地特例者」画面 3.1.1 

「生活保護受給者」画面 3.1.1 

「病院等入院・施設入所」画面 3.1.1 

「在留資格無し」画面 3.1.1 

「広域内適用除外者」画面 3.1.1 
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3 適用除外者の管理 

3.1.1 適用除外者管理用の画面の詳細 

 次に示す適用除外者管理用の画面では、適用除外者の登録および登録情報の変更を

します。 

・ 「他広域住所地特例者」画面 

・ 「生活保護受給者」画面 

・ 「病院等入院・施設入所」画面 

・ 「在留資格無し」画面 

・ 「広域内適用除外者」画面 

ここでは、適用除外者管理用の画面の例として、「生活保護受給者」画面を次の図に示

します。 

 

図 3-1「生活保護受給者」画面 

 

◆ 適用除外期間 

適用除外期間の開始年月日と終了年月日を和暦で入力します。開始年月日は必ず入力

します。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

◆ [削除]チェックボックス 

登録した適用除外者情報を削除したいときにチェックします。 

◆ 生活保護受給者情報 

ケース番号や福祉事務所コードなどの生活保護受給者情報を入力します。この項目は、

「資格管理メニュー」画面で[生活保護受給者]ボタンを選択したときだけ入力できます。 

◆ 備考 

備考を全角で入力します。 
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3 適用除外者の管理 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [更新]ボタン 

適用除外者の登録情報が更新され、「資格管理メニュー」画面が表示されます。このボ

タンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、適用除外期間は開

始年月日だけ必須入力です。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

被保険者を適用除外者とする場合 

・ すでに被保険者の資格を取得している対象者を適用除外者とする場合、先に「被保

険者修正」画面で資格喪失事由を選択および資格喪失年月日を入力して、被保険者

の資格を喪失させてから適用除外者の登録をしてください。 

適用除外者から資格を回復して被保険者とする場合 

・ 適用除外者となって被保険者の資格を喪失した対象者の資格を回復する場合、適用

除外者情報を削除してから、「被保険者修正」画面で資格喪失事由に空白を選択お

よび資格喪失年月日を削除して、被保険者の資格を回復させてください。 
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3 適用除外者の管理 

3.2 適用除外者一覧を照会する 

 ここでは、適用除外者一覧を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[適用除外者一覧照会]ボタンを選択します。 

「適用除外者一覧照会」画面が表示されます。 

2. 適用除外基準日や適用除外区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 「適用除外者一覧照会」画面に表示される適用除外者の一覧を確認します。 

画面の参照箇所 

 適用除外者一覧を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「適用除外者一覧照会」画面 3.2.1 
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3 適用除外者の管理 

3.2.1 「適用除外者一覧照会」画面の詳細 

 「適用除外者一覧照会」画面には、適用除外基準日や適用除外区分などの検索条件

と一致する一覧情報が表示されます。「適用除外者一覧照会」画面を次の図に示します。 

 

図 3-2「適用除外者一覧照会」画面 

 

◆ 適用除外基準日 

検索する対象者の適用除外基準日を和暦で入力します。入力した適用除外基準日の時

点で有効な適用除外情報が検索対象になります。検索を実行するとき、この項目は必

ず入力します。 

◆ 適用除外区分 

検索する対象者の適用除外区分を選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者の地方公共団体コードを入力します。 

◆ 福祉事務所コード 

検索する対象者の福祉事務所コードを入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、適用除外基準日に

は初期値としてシステム日付が入力されています。そのため、適用除外基準日を変

更して検索を実行するときだけ、適用除外基準日を入力してください。 
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3 適用除外者の管理 

3.3 適用除外者の登録情報を変更する 

ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録情報を変更する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[他広域住所地特例者]ボタン、[生活保護受給者]ボタン、[病

院等入院・施設入所]ボタン、[在留資格無し]ボタン、または[広域内適用除外者]ボタ

ンの中から、適用除外区分に合ったボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者の登録情報を変更する個人を選択し

ます。 

次に示す適用除外者管理用の画面が表示され、選択した個人の情報が適用除外者管理

用の画面の上部に表示されます。 

・ 「他広域住所地特例者」画面 

・ 「生活保護受給者」画面 

・ 「病院等入院・施設入所」画面 

・ 「在留資格無し」画面 

・ 「広域内適用除外者」画面 

 3. 変更する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

適用除外者管理用の画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、適用除外者管理用の画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者の登録情報が変更され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者の登録情報を変更する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「他広域住所地特例者」画面 3.1.1 

「生活保護受給者」画面 3.1.1 

「病院等入院・施設入所」画面 3.1.1 

「在留資格無し」画面 3.1.1 

「広域内適用除外者」画面 3.1.1 
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3 適用除外者の管理 
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3.4 適用除外者の登録情報を削除する 

ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録情報を削除する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[他広域住所地特例者]ボタン、[生活保護受給者]ボタン、[病

院等入院・施設入所]ボタン、[在留資格無し]ボタン、または[広域内適用除外者]ボタ

ンの中から、適用除外区分に合ったボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者の登録情報を削除する個人を選択し

ます。 

次に示す適用除外者管理用の画面が表示され、選択した個人の情報が適用除外者管理

用の画面の上部に表示されます。 

・ 「他広域住所地特例者」画面 

・ 「生活保護受給者」画面 

・ 「病院等入院・施設入所」画面 

・ 「在留資格無し」画面 

・ 「広域内適用除外者」画面 

 3. [削除]チェックボックスを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

適用除外者管理用の画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者の登録情報が削除され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者の登録情報を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「他広域住所地特例者」画面 3.1.1 

「生活保護受給者」画面 3.1.1 

「病院等入院・施設入所」画面 3.1.1 

「在留資格無し」画面 3.1.1 

「広域内適用除外者」画面 3.1.1 

 



4 送付先の管理 

4 送付先の管理 

 この章では、被保険者証や各種通知書などの送付先情報の照会、追加、修正、複写

して追加、および削除をする操作について説明します。 
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4 送付先の管理 

4.1 送付先情報を照会する 

 ここでは、送付先情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先一覧照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を照会する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 「送付先一覧照会」画面に表示される送付先情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 4.1.1 
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4 送付先の管理 

4.1.1 「送付先一覧照会」画面の詳細 

 「送付先一覧照会」画面では、送付先一覧の照会のほかに修正、複写して追加、お

よび削除をする対象を一覧から選択できます。また、そのまま[追加]ボタンを選択す

ることで、送付先情報の追加もできます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[送付

先一覧照会]ボタンを選択して「送付先一覧照会」画面を表示した場合は、送付先一覧

の照会以外は操作できません。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択して遷移

した場合の「送付先一覧照会」画面を次の図に示します。 

 

図 4-1「送付先一覧照会」画面（[送付先管理]ボタンを選択した場合） 

 

◆ 送付先使用年月日 

検索する送付先使用年月日を和暦で入力します。送付先使用年月日を入力しないで[検

索]ボタンを選択すると、送付先情報が全件表示されます。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ [追加]ボタン 

「送付先情報追加」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送

付先管理]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

 25



4 送付先の管理 

◆ [複写]ボタン 

複写する送付先情報が入力された状態で、「送付先情報追加」画面が表示されます。こ

のボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表示

されます。 

◆ [修正]ボタン 

「送付先情報修正」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送

付先管理]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [削除]ボタン 

「送付先情報削除確認」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画

面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択し

たときだけ表示されます。 

送付先情報を特定の日付で表示したい場合 

・ 送付先情報を特定の日付で表示したい場合は、送付先使用年月日を入力して[検索]

ボタンを選択してください。送付先使用年月日時点での送付先一覧が表示されます。 
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4 送付先の管理 

4.2 送付先情報を追加する 

 ここでは、被保険者台帳に登録されている住所以外に被保険者証や各種通知書など

を郵送する送付先がある場合に、送付先情報を追加する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を追加する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. [追加]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面が表示されます。 

4. 追加する送付先情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

 
送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 4.1.1 

「送付先情報追加」画面 4.2.1 
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4 送付先の管理 

4.2.1 「送付先情報追加」画面の詳細 

 「送付先情報追加」画面では、追加する送付先の情報を入力します。「送付先情報追

加」画面を次の図に示します。 

 

図 4-2「送付先情報追加」画面 
 

◆ 送付先情報 

帳票管理区分、氏名、住所などの送付先情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。このとき、「送付先情報追加」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、[確

認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 
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4 送付先の管理 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、有効期間について

は開始年月日だけ必須入力です。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

・ 届出日および有効期間は和暦で入力してください。 

・ 登録されている送付先情報に、入力した帳票管理区分と同じ帳票管理区分の送付先

情報がある場合、送付先情報の追加はできません。送付先情報を複写して追加する

ときは、必ず帳票管理区分を変更してください。 
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4 送付先の管理 

4.3 送付先情報を修正する 

 ここでは、被保険者証や各種通知書などの送付先情報を修正する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を修正する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 修正する送付先情報のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「送付先情報修正」画面が表示されます。 

4. 送付先情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「送付先情報修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報修正」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

 
送付先情報が修正され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 4.1.1 

「送付先情報修正」画面 4.3.1 
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4 送付先の管理 

4.3.1 「送付先情報修正」画面の詳細 

 「送付先情報修正」画面では、送付先情報を修正します。「送付先情報修正」画面を

次の図に示します。 

 

図 4-3「送付先情報修正」画面 
 

◆ 送付先情報 

帳票管理区分、氏名、住所などの送付先情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。このとき、「送付先情報修正」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が更新され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、[確

認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、有効期間について

は開始年月日だけ必須入力です。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

・ 届出日および有効期間は和暦で入力してください。 
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4 送付先の管理 

4.4 送付先情報を複写して追加する 

 ここでは、被保険者証や各種通知書などの送付先情報を複写して追加する操作につ

いて説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を複写して追加する被保険者を選択

します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 複写する送付先情報のラジオボタンを選択して、[複写]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面が表示されます。「送付先情報追加」画面の各入力欄には、複

写した送付先情報が入力された状態になっています。 

4. 複写された送付先情報で、複写元の帳票管理区分とは異なる帳票管理区分を選択します。 

5. 複写された送付先情報の帳票管理区分以外で、修正する項目を入力して、[確認]ボタン

を選択します。 

「送付先情報追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を複写して追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を

参照してください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 4.1.1 

「送付先情報追加」画面 4.2.1 
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4 送付先の管理 

4.5 送付先情報を削除する 

 ここでは、被保険者証や各種通知書などの送付先情報を削除する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を削除する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 削除する送付先情報のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「送付先情報削除確認」画面が表示されます。 

4. 「送付先情報削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

送付先情報が削除され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 4.1.1 

「送付先情報削除確認」画面 4.5.1 
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4 送付先の管理 
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4.5.1 「送付先情報削除確認」画面の詳細 

 「送付先情報削除確認」画面では、削除する送付先情報が正しく選択されているか

どうかを確認します。「送付先情報削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 4-4「送付先情報削除確認」画面 
 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が削除され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

 



5 特別処理 

5 特別処理 

 この章では、住民基本台帳情報、外国人登録情報、住登外登録情報、および被保険

者情報の照会および修正をする操作について説明します。 
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5 特別処理 

5.1 住民基本台帳情報を照会する 

 ここでは、住民基本台帳情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 照会する住基履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「住基照会」画面が表示されます。 

4. 「住基照会」画面に表示される住民基本台帳情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 住民基本台帳情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 5.1.1 

「住基照会」画面 5.1.2 
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5 特別処理 

5.1.1 「住基履歴一覧」画面の詳細 

 「住基履歴一覧」画面では、照会および修正する住基履歴を一覧から選択できます。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択し

て遷移した場合の「住基履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 5-1「住基履歴一覧」画面（[住民基本台帳修正]ボタンを選択した場合） 
 

◆ [照会]ボタン 

「住基照会」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基

本台帳照会]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

「住基修正」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基

本台帳修正]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基本台帳修正]ボタンを

選択したときだけ表示されます。 
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5 特別処理 

5.1.2 「住基照会」画面の詳細 

 「住基照会」画面には、「住基履歴一覧」画面で選択した住基履歴の詳細が表示され

ます。「住基照会」画面を次の図に示します。 

 

図 5-2「住基照会」画面 

 ◆ [戻る]ボタン 

「住基履歴一覧」画面に戻ります。 
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5 特別処理 

5.2 住民基本台帳情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された住民基本台帳情報に誤りがあったときに、住民

基本台帳情報を修正する操作について説明します。 

 住民基本台帳情報を修正する前に 

・ 住民基本台帳情報の修正画面（「住基修正」画面）では、住民基本台帳情報のどの

ような修正にも対応できるように、エラーチェックはやや緩くなっています。その

ため、「住基修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用するようにしてく

ださい。もし、「住基修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パター

ンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住民基本台帳情報を修正する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 修正する住基履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「住基修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住基修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住基修正」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住民基本台帳情報が修正され、「住基履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住民基本台帳情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 5.1.1 

「住基修正」画面 5.2.1 
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5 特別処理 

5.2.1 「住基修正」画面の詳細 

 「住基修正」画面では、住民基本台帳情報を修正します。「住基修正」画面を次の図

に示します。 

 

図 5-3「住基修正」画面 

 ◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

◆ 転入前情報 

転入前住所、都道府県名などの転入前情報を入力します。 

◆ 転出先情報 

転出先住所、都道府県名などの転出先情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「住基履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住基修正」画面で指定した内容は無効

になります。 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で住民基本台帳情報が更新され、「住基履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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5 特別処理 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日、異動年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの

基本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被

保険者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保

険者情報を修正する操作方法については、「5.8 被保険者情報を修正する」を参照

してください。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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5 特別処理 

5.3 外国人登録情報を照会する 

 ここでは、外国人登録情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 照会する外国人履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「外国人照会」画面が表示されます。 

4. 「外国人照会」画面に表示される外国人登録情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 外国人登録情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 5.3.1 

「外国人照会」画面 5.3.2 
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5 特別処理 

5.3.1 「外国人履歴一覧」画面の詳細 

 「外国人履歴一覧」画面では、照会および修正する外国人履歴を一覧から選択でき

ます。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタンを選択

して遷移した場合の「外国人履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 5-4「外国人履歴一覧」画面（[外国人登録情報修正]ボタンを選択した場合） 
 

◆ [照会]ボタン 

「外国人照会」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国

人登録情報照会]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

「外国人修正」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国

人登録情報修正]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタン

を選択したときだけ表示されます。 
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5 特別処理 

5.3.2 「外国人照会」画面の詳細 

 「外国人照会」画面には、「外国人履歴一覧」画面で選択した外国人履歴の詳細が表

示されます。「外国人照会」画面を次の図に示します。 

 

図 5-5「外国人照会」画面 

 ◆ [戻る]ボタン 

「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 
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5 特別処理 

5.4 外国人登録情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された外国人登録情報に誤りがあったときに、外国人

登録情報を修正する操作について説明します。 

 外国人登録情報を修正する前に 

・ 外国人登録情報の修正画面（「外国人修正」画面）では、外国人登録情報のどのよ

うな修正にも対応できるように、エラーチェックはやや緩くなっています。そのた

め、「外国人修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用するようにしてく

ださい。もし、「外国人修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パタ

ーンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から外国人登録情報を修正する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 修正する外国人履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「外国人修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「外国人修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「外国人修正」画面の上部にメッセージが表示

されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を

入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

外国人登録情報が修正され、「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 外国人登録情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 5.3.1 

「外国人修正」画面 5.4.1 
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5 特別処理 

5.4.1 「外国人修正」画面の詳細 

 「外国人修正」画面では、外国人登録情報を修正します。「外国人修正」画面を次の

図に示します。 

 

図 5-6「外国人修正」画面 

 ◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

◆ 転入前情報 

転入前住所、都道府県名などの転入前情報を入力します。 

◆ 転出先情報 

転出先住所、都道府県名などの転出先情報を入力します。 

◆ その他情報 

国籍、在留資格などのその他情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「外国人履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「外国人修正」画面で指定した内容は

無効になります。 
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5 特別処理 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で外国人登録情報が更新され、「外国人履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日は西暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの

基本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被

保険者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保

険者情報を修正する操作方法については、「5.8 被保険者情報を修正する」を参照

してください。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

 
・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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5 特別処理 

5.5 住登外登録情報を照会する 

 ここでは、住登外登録情報を照会する操作について説明します。住登外登録情報に

登録された者（住登外者）とは、何らかの理由によって、ある市区町村に居住してい

ながらその市区町村で住民登録をしていない者を指します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する住登外者を選択します。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 照会する住登外履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「住登外照会」画面が表示されます。 

4. 「住登外照会」画面に表示される住登外登録情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 住登外登録情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 5.5.1 

「住登外照会」画面 5.5.2 
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5 特別処理 

5.5.1 「住登外履歴一覧」画面の詳細 

 「住登外履歴一覧」画面では、照会および修正する住登外履歴を一覧から選択でき

ます。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタンを選択

して遷移した場合の「住登外履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 5-7「住登外履歴一覧」画面（[住登外登録情報修正]ボタンを選択した場合） 
 

◆ [照会]ボタン 

「住登外照会」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登

外登録情報照会]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

「住登外修正」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登

外登録情報修正]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタン

を選択したときだけ表示されます。 
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5 特別処理 

5.5.2 「住登外照会」画面の詳細 

 「住登外照会」画面には、「住登外履歴一覧」画面で選択した住登外履歴の詳細が表

示されます。「住登外照会」画面を次の図に示します。 

 

図 5-8「住登外照会」画面 

 ◆ [戻る]ボタン 

「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 
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5 特別処理 

5.6 住登外登録情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された住登外登録情報に誤りがあったときに、住登外

登録情報を修正する操作について説明します。 

 住登外登録情報を修正する前に 

・ 住登外登録情報の修正画面（「住登外修正」画面）では、住登外登録情報のどのよ

うな修正にも対応できるように、エラーチェックはやや緩くなっています。そのた

め、「住登外修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用するようにしてく

ださい。もし、「住登外修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パタ

ーンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住登外登録情報を修正する住登外者を選択しま

す。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 「住登外履歴一覧」画面で修正する住登外履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタ

ンを選択します。 

「住登外修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

 
「住登外修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住登外修正」画面の上部にメッセージが表示

されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を

入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住登外登録情報が修正され、「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住登外情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 5.5.1 

「住登外修正」画面 5.6.1 
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5 特別処理 

5.6.1 「住登外修正」画面の詳細 

 「住登外修正」画面では、住登外登録情報を修正します。「住登外修正」画面を次の

図に示します。 

 

図 5-9「住登外修正」画面 

 ◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

◆ 転入前情報 

転入前住所、都道府県名などの転入前情報を入力します。 

◆ 転出先情報 

転出先住所、都道府県名などの転出先情報を入力します。 

◆ その他情報 

国籍、在留資格などのその他情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「住登外履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住登外修正」画面で指定した内容は

無効になります。 
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5 特別処理 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で住登外登録情報が更新され、「住登外履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。被保険者が外国

人でないときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの

基本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被

保険者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保

険者情報を修正する操作方法については、「5.8 被保険者情報を修正する」を参照

してください。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

 
・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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5.7 被保険者情報を照会する 

 ここでは、被保険者の個人情報や資格情報などを照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から個人情報や資格情報などを照会する被保険者を

選択します。 

「被保険者履歴一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者履歴一覧」

画面の上部に表示されます。 

3. 照会する被保険者履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「被保険者個人資格照会」画面が表示されます。 

4. 「被保険者個人資格照会」画面に表示される被保険者資格情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 被保険者情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「被保険者履歴一覧」画面 5.7.1 

「被保険者個人資格照会」画面 5.7.2 
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5 特別処理 

5.7.1 「被保険者履歴一覧」画面の詳細 

 「被保険者履歴一覧」画面では、照会および修正する被保険者履歴を一覧から選択

できます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[被保険者照会]ボタンを選択して「被

保険者履歴一覧」画面を表示した場合は、被保険者履歴の照会以外はできません。 

ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[被保険者修正]ボタンを選択して遷

移した場合の「被保険者履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 5-10「被保険者履歴一覧」画面（[被保険者修正]ボタンを選択した場合） 

 

◆ [照会]ボタン 

「被保険者個人資格照会」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」

画面で[被保険者照会]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

「被保険者修正」画面が表示されます。このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[被

保険者修正]ボタンを選択したときだけ表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[被保険者修正]ボタンを選択

したときだけ表示されます。 
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5 特別処理 

5.7.2 「被保険者個人資格照会」画面の詳細 

 「被保険者個人資格照会」画面には、「被保険者履歴一覧」画面で選択した被保険者

履歴の詳細が表示されます。「被保険者個人資格照会」画面を次の図に示します。 

 

図 5-11「被保険者個人資格照会」画面 

 ◆ [戻る]ボタン 

「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。 
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5 特別処理 

5.8 被保険者情報を修正する 

 ここでは、被保険者の個人情報や資格情報などを修正する操作について説明します。 

 被保険者情報を修正する前に 

・ 被保険者情報の修正画面（「被保険者修正」画面）では、被保険者情報のどのよう

な修正にも対応できるように、エラーチェックはやや緩くなっています。そのため、

「被保険者修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用するようにしてくだ

さい。もし、「被保険者修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パタ

ーンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から個人情報や資格情報などを修正する被保険者を

選択します。 

「被保険者履歴一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者履歴一覧」

画面の上部に表示されます。 

3. 修正する被保険者履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「被保険者修正」画面が表示されます。 

4. 修正する個人情報や資格情報などを入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「被保険者修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「被保険者修正」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

被保険者情報が修正され、「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被保険者情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「被保険者履歴一覧」画面 5.7.1 

「被保険者修正」画面 5.8.1 
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5 特別処理 

5.8.1 「被保険者修正」画面の詳細 

 「被保険者修正」画面では、被保険者の個人情報や資格情報などを修正します。「被

保険者修正」画面を次の図に示します。 

 

図 5-12「被保険者修正」画面 

 ◆ 個人情報 

個人番号、世帯通番、氏名などの個人情報を入力します。 

◆ 異動情報 

異動事由、資格取得事由、資格喪失事由などの異動情報を入力します。 

◆ 保険者適用期間 

保険者番号や適用開始年月日などの保険者適用期間に関する情報を入力します。 

◆ 住所地特例適用期間 

住所地特例者区分、適用開始年月日などの住所地特例に関する情報を入力します。 

◆ 適用除外適用期間 

適用除外事由、除外開始年月日などの適用除外に関する情報を入力します。 

◆ その他 

国籍、外国人在留資格などのその他情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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5 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「被保険者修正」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

被保険者情報が修正されて、「被保険者履歴一覧」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。被保険者が外国

人でないときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

個人情報の住民基本台帳情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、住民基本台帳情報には反映されません。氏名、住所な

どの個人情報を修正した場合、「住基修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個

人情報）を合わせて修正してください。住民基本台帳情報を修正する操作方法につ

いては、「5.2 住民基本台帳情報を修正する」を参照してください。 

個人情報の外国人登録情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、外国人登録情報には反映されません。氏名、住所など

の個人情報を修正した場合、「外国人修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個

人情報）を合わせて修正してください。外国人登録情報を修正する操作方法につい

ては、「5.4 外国人登録情報を修正する」を参照してください。 
 

個人情報の住登外登録情報への反映 

・ この画面で修正した情報は、住登外登録情報には反映されません。氏名、住所など

の個人情報を修正した場合、「住登外修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個

人情報）を合わせて修正してください。住登外登録情報を修正する操作方法につい

ては、「5.6 住登外登録情報を修正する」を参照してください。 
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